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ドイツ第二帝制におけるイヌンクの再編成

後藤俊明

はじめに

なぜドイツにおいてナチズムが権力を掌握しえたのか， という問題は下イツ

現代史研究に固有な依然として重要性を失っていないテーマであるが，それを

可能にした特殊ドイツ的な歴史的諸条件を比較史的な観点から解明しなければ

ならない。 1929年の世界恐慌を契機とする資本主義経済の撹乱は，なるほどナ

チ体制成立の可能的条件を作り山しはしたが， しかし，等しく恐慌の打撃を受

けた他の欧米諸国との比較を視野に入れるならば円 それをナチズムの権力掌

握の決定的な要因とみなすことはできないだろう υ。 むしろ，ナチズムの出現

を現代ドイツに固有な発展の帰結土みる「批判的」す場から，ナチ体制と第一

次大戦前， とくに第二帝制との連続性に注白して，その特殊条件を易]扶しなけ

ればならないω。その場合に， 連続性は多次元で捉えることができるが，き L

1) 1929年恐慌がドイツとアメリカに与えた経済的打撃について， コツカ Ji..!rgenKockaはi3eO

ように指摘している。 r社会史的に最も重要な指標である失業と大衆の購買力減退を一瞥するな

らば，両国における恐慌の類似性 Ahnlichkeitを強調することができる.JJ. Kocka， Angestel 

lte z'W/.schen F.“schismus und Denwkratie， Gottingen 1977， S. 430， Anm. 3 
2) H. A. Winkler， l'vfittelstund， Demukrutie .unu Nationalsoual山 nus，1<.61n 1972， S 

161-162. (以下では l¥1ittels却 ndと略記して引用する。〉また，こう Lた「比較Jo観者の意義
についてグインクラ は I192!i年から昨年までDアメリカ史とドイツ史の比較がなにごとかを教

えるとすれば，それは，原理的に同 の経前回J挑戦が正反対の政治的田容を見出しうる， という

ことである」とのべ，まさしく比較史的考察の課題は，類似の経済状況に直面しながら，一方で

「ヨーロツハの一部でファシズム運動を可能にした特殊な前提条件」を.他肯で「アングロサク

ソン諸国において民主主義的な問題解決を促進した別種の社会的 制度的枠組」を解明する ζ と
にあると言う。 Vgl. H. A. Winlder， Einleituns， in; ders. (Hg.)~ Die gTQβe K.門ぽ担

Am町 ika，Gottingen 1973， S. 7. 
3) H.-U. Wehler， Das D印 tscheKaiserreich 1871-1918， Gottingen 1973， S. 1G-16 こ

のような連続説の観点が「批判的」立場を意味するのは，グェーラー H四 s-UlrichWehlerに

よれば， r国民社会主義の政治をドイツ史のいわゆる非正当的所産として排除しようとし，そノ
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あたりナチズムの社会的基盤として決定的な意義をもった中間層をとりあげて

連続性のー慣面を明らかにすることが必要であろうへ

中間層とナチズムの問題を帝制期との連続性の視角から捉えかえそうとした

最新の研究は， ヴインクラ- Heinrich Augus t Winkler の研究である。そ

こで以下において，かれの研究を簡潔に整理してその論点を明らかにしてみた

い。ヴィ γ グラ は， (1]中間層がナチズムへ最終的に移行し土た条件， (2)ナ

チズムが中間層をその社会的基盤としえた条件を問うなかで，連続性のテーぜ

を提示している。まず，手工業中間層について， (1)の条件を次の 2点から捉

えているo

(1)手工業中間層のイデオロギーは反議会主義的・反民主主義的特徴をもち，

これがナチズムに対するかれらの親和性を規定した。こうしたイデオロギーの

特徴は， ヴァイマノレ期の所産というより帝制期に深〈刻印されたものである。

すなわち，それ自体としては反議会主義的・反民主主義的とは規定できない巾

問層が"， ドイツにおいてナチズムに合流するに至った根本的な前提条件は，

「小営業者層と市民的自由主義との疎隔J"'に求めることができ，とれは19世 紀

にまで遡るととのできる「長期的な歴史過程の帰結|わであり，帝制期において

、れをなによりもまず深〈恨をはったドイツ史の連続性。結果と認めようとしない，多かれ少なか
れ意識的な あるいは明らかに弁護論的な現実晶謎主義 1や「帝国統 の時代を理想化L-，これ
を1918年以笹の「堕落の歴史」一一少なくとも「第三帝国Jの「堕落の歴史」 から鮮明に際
立たせようとする強い精神的欲求」が今日なお存在するからであるリ Vg1. H.-TJ. W f'hlf'f，ο，p 
cit.. S. 16 

4) ナナλ ムの社会的基盤としてり中間層の意義については，たとえば C.Micrcndorff， Gcsicht 
und Charakter der nationalsozialistischen Bewegung， in: Die Gesellsch，ずん 7.Jg. 1930， 
S. 489 f. ~ S. M. Lips叫 FoliticalMan. The晶 cialBases of Politics， New York 1959， 

pp. 131旺，内山秀夫訳『政治のなかの人間.111962年， 116ベーク以下，大野英三「ドイツ ファ
シズムの社会的基盤J，r経済論叢』第105巻第4・5，6合樹号. 1970年， 50-78ページ，を参照せ
上。

5) ゲインクラ は，小営業者の抗議運動についてE 反民主主義的 ファシズム的運動と人民主義
的運動の 2類型を指摘して，国際比較を試みている.日 A.WinkJf'T， From Social Protection-
"皿 toNational Socialism: The German Small-Business Movemιnt tn Comparative 
Persp~cli ve， iu: .A山4打 叫lO} Mode，-n IIistory， No. 48. 1976， pp. 13-16 

6) H. A. Winkler， Mittelstand， S. 157 
7) lb山i.，S. 17 
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最終的に決定づけられたものであった叱

(2i手工業中間層がナチ党を選択したのは，そのイデオロギー的親和性のほか

に，ナチ党がかれらの物質的利害の保護要求をどの政党よりも包括的に採用す

る準備のあることを示したからであった旬、 「競争からの保護は中世のツ Yフ

ト思想に由来する期待であり，自営小営業者はこの期待を基準にして国家や政

党を測ったJ'のため， そうした期待に応ずる準備のあったナチ党が最終的に選

択されたのである。しかもまた，手工業中間層は第二帝制期の保護政策によっ

て部分的にではあれ，法制上の成果を獲得したために，国家の保護に対する期

待感をいっそう強め， このことがヴァイマノレ期のかれらの政治的行動様式を規

定した。 これに対して，全国手工業法 Reichshandwerksordnung の挫折に

典型的に示されたように"九ずァイマノレ政府は有効な保護政策を打ち出すこと

ができなかった。それは，手工業中間層がヴァイマル体制から離反するひとつ

の決定的な条件てあった。

次に， (2Jの条件についてずインクヲーは次のように主張する。すなわち，

ナチズムが中間層を掌握できたのは，ききに触れたように，中間層の伝統的な

保護要求の実現を約束したからであったが，他面で，中間層白各集団の相互に

対立的な利害関係から不可避的に生ずる個々の保護政策の矛盾を， I政治の優

位J'Dのもとで， ウ事ァイマノレ体制に対する闘争へそらすことによって， 中間層

諸集団の外見的統合 Scheinintegrationに成功したからであった13)0ζ うした

保護政策に媒介された中間層統合の体系を， ヴインクラーは「社会保護主義」

8) この意味で，ヴインクラーは，ファシズムを自由主義的中間派の過盟主義として捉えるリプセ
ツト SeymourMartin Lipset 0)テ ゼは批判されなければならないと言う。 Vgl.S. M. Lip-
set， QP. cit.. p. 133，前掲邦訳書， 118へーク;H. A. Winkler， Extremisrnus der Mitte? in 
Vierteljahrshザ白 J市rZeitgeschichte， Nr. 20. 1972， S. 175ff 

9) H. A. Winkler， Mittelstandsbewegung oder Volkspartei '. in ~ W. Schieder (Hg，)， Fas 

chism山 alssoziale Beτ:vegung. Hamburg 1976， S. 102 

10) H. ̂羽linkler，Vom Protest zur Panik， in: H. Mommsen u. a. (Hg.)， Industl官能5

Systevz und politische Ent即 'cklungin der耳石附間同町cReがdJlik，Di1sseldort 1974. S. 790. 
11) H. A. Winkler. Mittelstand， S. 84 ff 
12) lbid.， S. 180 

13) H. A. Winkler， Mittelstandsbewegung oder Volkspartei? S. 102. 
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Sozialprotektionismus と規定するl4r'aそして，連続性の視角に立って，中間

層の社会保護主義的統合がすでに帝制期において試みられたことに注目する。

すなわち， 19世紀末に中間層の利害関係が多様化し相互に対立的となってその

社会経済的一義性が消滅するとL、う状況を前にして"九帝制期には「中産層」

Mittelstand概念が中間層の統合イデオロギーとして新たな政治的価値を受け

とるに至った回。この統合イデオロギーと，それによって正当化きれた保護政

策の展開によって，中間層の権威的公権国家への統合過程が押し進められたの

である 17)0 こうした帝制期の社会保護主義の試みはナチズムの中間層統合を先

取りするものであり，その意味で「ナチズムは公権的社会保護主義の嗣子であ

ったJ1BJとレえる。

以上みたように， ヴインクラーによれば，ナチズムを勝利へ導いた歴史的条

件のいくコかは，すでに1914午以前に見山すことができる。その場合に， I社

会保護主義からナチズムヘ」という連続性がヴィ Y グヲーの基本テーゼである

といって上いだろう。木稿では， こう Lた連続説の視角に導かれつつ，まず第

二帝161]期にまで遡って中間層問題と中間層保護政策を検討し，中間層の社会保

14) H. A. Winkler， Mittelstand， S. 179 
15) 中間層諸集団の利害の多様化については D. Blackbourn， The Mitte1stand in German :] 

Society and Politics， 1871-1914， in: Social Histo叩'~ No. 4. 1977， pp. 413 ffを参照せよー

16) 多様な中間層詩集団を統的な「中産層」概念へ指した代表的な試みとして.G. Schmoll百，
Wa，脚内"he冗 unr肌 ter止m lYfutels帥 lde?，Gritti唱団 1897がある， I中産層」概念。っ
イデオロギイ七についてずィソクラ は次のようにのべている， r旧中間層。諸部分を，まして

や旧中間層と新中間層の全体を，積極的な利害同一性白基盤で包括することが不可能であるため.
それらの外見的統合が戦闘的防衛イデオロギーによって不断に誘発される」と (MiuehlιlTul，

S. 24.) このイデオロ M 化さ札た「中産層」概念は， コッカによh.!， I異なる陪践に属し多
くの対立する利害を有する給料被用者と小有産者との間白根底的な緊張を臆蔽しJ，階段対立。

進展する社会において統合機能を提供するもりであったo V gl. J. Kocka， The First World 
War and the 'Mittelstand': German Artisans and White.Collar Workers， in: Journal 

ηrCnn色町'I1.tnraryHおtn.ツ.No. fI. 1973， p. 106 

17) こうした過程を主と Lて都市の申間層について分析することが筆者白課題であるが， 農民層'
の統合についてはさしあたり次四ものを参照せよ o H.-J. Puhle， Agra口'scheInteress叫 ，politik
und p同 usischerKonservatismus im 'lιrilhelminischen Reich (1893-1914)， Bonn-Bad 

Godesberg， 2. verbes世 rteAufl. 1975， S. 98 ff.;北住畑一「ドイツ第二帝制における農村政措

統合の基盤.， F愛知学院大学論叢法学研究』第19巻第1号.1975年， 31ベ ジ以下.

18) H. A. Winkler， Mitt呼出.，，1， S. 179 
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護主義的統合の構造を解明することを当面の課題としたい。以下では，その準

備作業として，まず手工業中間層を対象として取りあげ，帝制期の手工業保護

政策の起点、となった1880年代のイヌンク立法とそれをめくおる手工業中間層の利

害状況を検討したいと思う o

I 手工業者運動の展開

帝jjJJ期の保護政策は手工業者運動の展開を前提として打ち出された。手工業凶

者運動は「営業の自由」の確立とともに新たに開始されたが，ての後， i大 小

況」期を迎えて運動は急進化Lツンフト的要求が前面に押し出され亡いった。

1880年代のイヌンク立法はそうした運動に対する政策上の対応であった。

そζ で以下では，保護政策を検討する前に，9"工業組織の再編成を要求する

運動を具体的に考察するとともに，運動の展開を規定した手工業者用の利害状

況rついても必要な限り検討を加えてみたい F思う。

1. i営業の自由」の確?と手下業者層の窮迫

19世紀中葉以降「営業の自由」がドイツ各邦において本格的に導入きれたが，

北ドイツ連邦の1869年営業条例はその制度的確立の画期を意味した。これは，

若干の職種を除くすべての資格証明制を撤廃するとともに，イヌンクの公的権

限を剥奪することに主ってJ ッγ フト遺骨jを完全に廃棄するものであった問。

1869年条例のイヌングに関する規定を具体的にみるならは百九まず現存するイ

ヌンクの存続は法的に禁止されなかったが，多数決によって容易に解散できる

ものとされた。しかも，イヌ γ ク規約に特別の規定がない限り，解散時にイヌ

19) プロイセγでは1849年営業条例によって，イヌンクの公法自ト出量阪が強封じされただけでなく，手
工業70業種に資格証明特帖3導入されたa こうしたツンフト的制度は法制上盟国年まで存続したの
である， 49年条例については M.Biermer， Mittelstandsbewegung， in: Handworterbuch 
der Staatswissenschaften， 3. Aus.. J目 la 1910， S. 737; L. Muffelmann. Die刑 oderne
Mittelstandsbe'lc，egung， Leipzlg u. B町 lin19J~， S. 18を事照せよ。

20) E. F. Goldschmidt， Die deutsche Handwerkerbewegung bis zum Sieg de1' Gewer. 

befreih叫ん Munch巴n1916， S. 118; W. Klausa， Darstellung und k円 tische Wu:rdi，伊 ng

der in Deutschland zum Schutze des Handwerks smt Inkrafttreten der GeTιerbeord 

問。19von 1869 eriassenen geset:dichen BestimηlUngen， Diss.. Neisse 1906， S. 3 f 
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ンクの資産をその成員に分配することができたが，このことはイヌンクの解散

を促進させる役割を果たした2九またイヌンクへの加入はもはや強制されず，

イヌンクからの脱退も一定の通告期間ののち全く自由に行うことができた。さ

らに，イヌンク活動のための分担金および罰金を行政機関を通じて強制的に徴

収することは禁止きれた。

こうした69年条例の規定によってイヌンクから一切の公的規制力が剥奪され，

いまやイヌンクは純粋に私的な営業組織にしかすぎなくなった。このことはイ

ヌY クの存立基盤を掘り崩さずにはおかなかった。ベノレリ γ指物師イヌンクを

例にとれば， 1860年には約80%の親方がイヌンクに所属していたが， 1870年に

は58.53-;， 74年には47.8%へと減少し， 手工業におけるイヌンクの地位が著し

く低下したよとがわかる2へさらに， 1869年から78年までに新設されたイヌ γ

クはわずか157にすぎず， 多数のイヌ γ グが解散した。たとえ存続したとして

も，その多くは活動を共同金庫の管理に限定L，本来の活動領域ではほとんど

看るべき成果をあげるご主がでfぎなかった2:3)0 

とのように， I常業の自由」の制度的確立は，イヌンク組織の解体を押し進

めつつ，同時に， 19世紀中葉以降の工業化の過程で手工業者層が陥っていた窮

状をいっそう深化させた。その場合に，手工業が直面した問題として， (1)工業

との競争， (2)徒弟制度の荒廃を指摘することができる。

(1)工業との競争ロ 「営業の自由」の導入によって工業が手工業の伝統的な営

業領域へ侵入することが可能となったため，手工業は工業との競争にさらされ

て手痛し、打撃を蒙ったコそれは手工業の没落・消滅をもたらすものではなかっ

たとしても，手工業が一定の営業領域から駆逐されたり，あるいは経蛍形態を

新しい状況に適応、させることを余儀なくされる「苦痛を伴った複雑で多様な再

21) T. Hampke， Die Inr.ungsentwicklung in Prel1sF.n， in 吊品市ollers.Jahrbuch. N. F.. 18 

Jg. 189l， S. 197 
22) Schn"fte:n des Vereins.f辺，.Soaalpolitik (=SdVjめ.Bd. 10.， Dic Rcform dcs Lchrlings 

wesens， Leipzig 1875， S. 39 
23) T. Hampke. op. cit.， S. 201 
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編成過程」聞を意味した"，。 社会政策学会の手工業研究の成果を総括したピュ

ヒャ一 KarlBucher は，手工業の分解・再編成過程を次の 5つの過程に分

類している2h①工業による手工業の直接的な駆逐。②手工業の生産領域の縮

小。①手工業の大工業への編入。④需要の変化による手工業の窮乏。⑤流通機

構の変化〔とくに雑誌販売制の出現〕による手工業の家内工業への零落。 4う

した再編成ののち手工業に残された生存の可能性としてビューヒャーは，①手

工業に特有な利点を発揮しうる生産領域の残存，①農村工業の残存，①修理業

への転換，④工場で生産された完成品の取付・組立業への移行，⑤家内工業へ

の零落，を指摘している町、こりうち③以下は工業との競争に対する手ーじ業。

新しい適応形態であるといえるが，しかし，こうした再編成に直面した手工業

者層は，そこに生存のための新たな発展のチャ Yスを見出したというより，む

しろ，他律的な「強制的適応」に迫られ，相対的な地位を低めたことを見出し

たといえよう 2九つまり，手工業は工業化のなかで再編成されて生存L続ける

と「がで雪汗正しても，そうした再編成は手で業者層にとって一仁業化によって

余儀な〈されたものであり， しかも，伝統的な経営形態の放棄あるいは変容に

よってはじめて適応が可能であった加。ここに，手工業者層の窮迫意識と工業

化に対する抗議運動の根拠があったのである。

(2)徒弟制度の荒廃c イヌ Yクが徒弟関係の公的規制力を失うとともに，徒弟

制度の荒廃が進行した。すでに187C年代中葉からそれは「産業問題全体の核

24) W. Fischer， Wu-τscha舟山ldG町ellschaftim Zeitalter der Industrialisierung， 
Gottingen 1!)72， S. 334 

25) 19世紀末の手工業D再編成については，八林秀一「帝政期ドイツ叩手工業J.r経済学研究， 20 

号， 1977壬ιを参照せよ.もとより，八林民の視角および結論と筆者りそれとは行論で明らかな
ように異っている。なお，営業経営統計に基く骨折に対するゾムパルト WernerSombartの批
判を参照されたい。 W.Sombart， Die deutsche Volksu:i岡山chaβ iTnneunzehnteη1 Jahr-

hund包rt，B~r1in 1913， S. 329宜
26) K. Bucher， Die Handwerkerfrage. in 品'd~ゲS. Bd. 76. 1898. S. 23-24 

27) lbid..只 24仔

28) G. A. Ritter u. ]. Kocka (Hg.)， Deutsche Sozialgeschichte. Band 11: 1870-1914， 
恥1unchen1074ヲ S.289 2S仏

29) こうした「強制的適応」由実態は，彫刻工を例とLて G.A. Ritter u. J. Kocka (Hg.)， 
op.口 't.，S. 296 ffに生々 と描かれている。
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心」山といわれるほどに大きな社会問題となっており， このことは1875年社会

政策学会において徒弟制度の改革について論議されたことからもうかがし、知る

ことができる8ヘ社会政策学会においである報告者は当時の徒弟制度の荒廃の

実情を次のように指摘した。 r徒弟は徒弟年季が終了する以前に， しばしば罰

せられることなく，養成主のもとから立ち去ってしまう。他面で，養成主は，

徒弟養成の配慮という義務に忠実に従わないで，かれらを安価な労働力として

利用し尽そうとする」目〉。 ここでは徒弟制度の荒廃が， 徒弟による徒弟契約違

反と養成主による「徒弟搾取」出) Ausbeutung des Lehrlings の二面から捉

えら;!lし亡L、る。

まず，徒弟の契約違反からみてみよう。本来，徒弟は親方と徒弟契約を結ん

で徒弟関係に入ったが，一般に養成料 Lehrgeldは支払われなかった34h した

がコて，親方は最初は徒弟を無償で養成するとし、う犠牲を払わなければならな

かったが，その聞の犠牲は，その後徒弟が一定の期聞の修業を終えて職人とし

て自立しうるほどに十分な訓練を獲得したのちも徒弟関係にとどまって今度は

親方のために無償の労働を提供することによって，補償されたah徒弟年季の

長さはこうした考えに基いて決められた。徒弟lま年季後半期の無償労働の義務

を果したのちはじめて年季終了の証明書を与えられ，職人試験を受けることが

許されたのである。年季終了の証明を得ていない徒弟はいかなる親方のもとで

も職をえることができなかった。その意味で，定められた徒弟年季を終えるこ

30) A. Ber1in円 ，Die Lage des de叫 schenHand'l-l..Jerker-Standes， Hannover 1877， S. 13 
31) 品d¥ゲS，Bd. 10.; SdVj耳 Bd.11.， Verhandlungen von 1875， Leipzig 1875， S. 95ff 
32) Sd下ys，Bd. 10ゅ S.13 

33) Sd予ys，Bd. 11.， S. 97 
34) そり原因として玖 ①手工業における徒弟不足②徒弟の家庭の貧困， が指摘されている。 Vgl.

E培ちbnisseder uber die V町拙ltnissed廿 Lehrliηge，Gesellen und Fahrikaroeiter auf 

Beschlus des Bundesraths angestellten Erhebung，帥" zusammengestel1t im Reichskanz-

ler-Amt， Berlin 1877， S. 75 ff. (以下では E培 -ebnisseと略記してヨl用する。〕 ちなみに， 徒
弟の出自は主として工場労樹者ー下層手工業者などの社会的下層であったといわれる。 (A

Berliner， ~ρ cit.. S. 14.) 

35) ]. F. H. Dannenberg， Das deutsche Handwerk und die Sociale Frage， Le甲zig1872， 
S.50 
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とは職人として就労するための必須条件であり，徒弟関係から中途で逃走する

ことは職業生活の破滅を意味するものであった加。こうした徒弟制度の規則は，

本来イヌ γ ク強制によって規制されたのである。

乙ころが，いまや，徒弟が随意に年季を中途で放棄するという契約違反が頻

繁となった。ある手工業者は「われわれが徒弟を有能な労働者に教育したら，

かれらは養成場から出ていってしまう。われわれはいたずらに金と時闘を犠牲

にするだけであるJ37lと不満を申し立てている。 徒弟の契約違反が頻繁になっ

たのは，年季を中途で放棄しでも就労することが可能になったからにほかなら

ないが，その背景として次O~ 3点主指摘 Eきる。①職人になるための条件であ

った徒弟年季終了および職入試験合格と， 'う資格証明が「営業の自由」の導入

によって公的効力士失ったことo そのため，徒弟は自分白身で十分に熟練を獲

得したと判断すると，もはや養成主のもとに留まる理由がなくなるため，年季

の途中で職を求めて養成主のもとから離れた。契約違反が年季後半期に多か勺

たのはそのためである刷。②手工業以外の領域で就労機会を容易に見つけるこ

とがで雪たこと。たとえば「工場では16歳から17歳になれば週 4~5 ターラー

を稼〈ぜことができたJ'幻ため，わずかな「手当JKostgeldを支給されるだけの

徒弟の地位にもはや魅力を感じないことが多かった刷。また，より安い賃銀で

職人を雇用することに関心をもっ雇用主が年季をまだ終えていない徒弟を引き

抜こうとしたことが，こうした傾向を助長した4130 ③本来このような契約違反

を取り締まり罰則を強制することのできたイヌンク組織が公的規制力を失って

解体しつつあったこと。

きて，徒弟の契約破棄の傾向が強まるにしたがって，多くの親方はもはや徒

36) SdVfS， Bd. 10.， S. 166 
37) lbid.. S. 46 

38) Ergebnisse. S. 91 
39) Sdlゲ苫"Bd.. 10.， S. 10 

40) こうした状況のなかで，徒弟の両親も息子たちが徒弟年季を早〈終えて工場で現金収入をえる
ζ とを望んだ。こうした両親の態度が重助違反による徒党制度の荒廃。 因であるとの指摘も少
なくない. V副 SdVfS，Bd. 10.， S. 10; S，司lイfS，Bd. 11.， S. 97 

41) E'rgebnus巧 S.i:l7; SdVfS， Bd. 10.， S. 168 
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弟養成に大きな利益を見出すことができなくなった。そのため，一方で親方層

の一部が徒弟保持からますます遠去かるとともに42〉，他方で「徒弟搾取」が現

われた。こ ζ で「徒弟搾取Jとは，徒弟に支払われる「手当」がふつう職人の

賃銀の2分の 1あるいは 3分の2であることを利用して叫に徒弟を若年労働力

として就労させる ζ とをいう。親方層はこの若年労働力を確保するために，徒

弟年季を出来る限り延長したり凶，必要以上に多くの徒弟を保持しようとし

た45)0 Lたがって，こうした親方のもとでは，徒弟を「手工業身分の健全な後

継者jへ教育するという徒弟養成の本来の目的はほとんど配慮されなかった。

このようにして，一方で徒弟による契約違反が，他方で徒弟の搾取が頻繁と

なって，徒弟制度の解体傾向が顕在化したのである。ここに，徒弟制度の改革

のための様々な方策と，それを規制する公的機関としてのイヌ γ クの復活が強

〈要求される理由があった。

以上みたように，手工業者層の窮状は工業との競争および徒弟制度の荒廃の

うちに最も鋭い形で現われた。こうした窮状の原因は，手工業者層に土つでも

っぱら「営業の自由」を導入した1869年営業条例に求められたため，手一仁業衰

運動は「営業の自由」に対する抗議運動として開始され. 1869年条例の修正が

42) 1895年。手工業調査によれば，
徒弟を骨持しない桂営は， 人桂
営を除〈経営総数の45.5%に達し
ている。 Vg1. Erhebung ub町

VerhaZtnisse zm Haηd由 erk，
bearbeitet im K創 出rlichenSta-

tistischen Amt， 2. Hefte， Berlin 
1895， S. 1， 42 右衰の '~4 の

菜種では徒弟を保持しない経営の
比率がとくに晶い。また，徒弟比
率が相対的に小さいことは， これ
らの業種において徒弟を保持しな
い傾向が全体として強まっている
ことを表わしてし、る。 5の錠前工
はこれらの対極にある固

43) Sd叱fS，Bd. 10.， S. 150 
44) ]. F. H. Dannenberg， ot. cit.， 

S. 49-50; Sdlゲ"8， Bd. :0.， S. 74 

45) Sd予ys，I3d. 10.， S. 149 

枇
一
山
一

分
才
出
一

陣
下

酬
一
同
一

時
一
-
種
一

l 石けん製造 75.0 25.0 166.7 

2 度なめし工 66.7 8.7 24.6 128.2 

3 煙突掃除夫 64.1 14.6 21. 3 116.7 

4 染色工 62.1 10.3 27.6 113.3 

5 錠前王 10.4 39.8 49.8 251. 3 

叩業種平均 I 45.5 I ぉ o， 19.5 " 149.4 

(注) 1. [G)ζ 職人のみ雇用する控営. [L) 徒弟の
み雇用する経営， CG+LJ;職人と革弟を雇用
する経営。

2 徒弟比軍 [LJおよび[G+L)の経営 100当

り白徒弟数.
[出典 Erhehunguher V.町 hliltnissp.im. H，岬d"岬込

S. 16-19， 42-45より作成。
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運動の具体的目標とされた制。

2 運動の開始と「大不況」期における急進化

手工業者の抗議運動は1870年代初頭より開始された。 l自72年 9月， 全国700

イヌング ，65，000名の代表がドレースデンに結集し， 営業条例改正のために闘

う利益団体を形成することが討議され，この集会の決議民基づいて翌1873年に

ライプツィヒにおいて「自営手工業者・工場主協会J Verein selbstandiger 

Handwerker und Fabrikanten (VHF)が結成された47)0VHFは，営業会議

所の創設，営業裁判所の設置，補習学校の義務制化，競争制限の措置のほかに，

徒弟規制に関するイヌ Y クの権限強化を綱領に掲げて，手工業者層り不満を吸

収するよとに一定程度成功した'"。

しかし， 1873年に始まる「大不況」期を迎えて，手工業者運動は急進的様相

をおびて新たな展開を示すに至った。すなわち，すでに工業化による諸変化へ

の適応を余儀な〈されていた手工業者層は，いまや不況による経済的圧迫にも

さらされな什ればならなかった刷。こうした工業化と不況の重畳という厳しい

状況のなかで，かれらの保護を求tめる運動はこれまでにない広がりと急進性を

もって展開きれたのである開。その最初の高揚は70年代末の「イヌンク運動」

46) ハムンケ ThiloHaropla は「手工業者層が4年生じた子工業の窮状の責任をもっぱら営業
の自由に甲み帰することJは誤りであると指摘しているが，周時に，こうした手工業者層D指向
が手工業者運動町広汎な展開を可能とする主要な根拠であるとして，lh官業の自由Jが手工業
者運動のイデオロギーとして機能したことを示唆している点は興味深い。 Vg1. T. Hampke~ 
Der Befahig田 'lgsnachweisi;叫 Hand叩 e叫， Jena 1B93， S. 20 

47) H. B加 ger，Das Prngrωnm der Handτ出品er，Braunschweig 1893， S. 129-130 
48) M. Biermer， ot.口't.，S. 739; H. A. Winkler， Mittelstand， S. 47 
49) H. Rosenbeτg， CrlOse Dcp-rcssion und Bi岬 同 町'kzeit，Bcr1in 1967， S. 55. I大不況」期

の手工業の経許状態については S.Angel-Volkov. The "Decline of the German Handik-

rafts“ Another Reappraisal， in 刊のつteljahrsschriftfur晶 'zia!-und Wi巾 'chaftsges

chichte， Bd. 61， 1974. S. 165 ffを曇照せよB

50) 19世紀後半の工業化の進展のなかにおける手工業の運命について早くから論争が行われてきた
民社会政策学会，ビューヒャー，ゾムパルトら申悲観的見解に対する批判が新しい研究に基づ
いて提出されている。たとえば W.Fischer， op口't.， S. 315妊; A. NoU， Soz:ia-oko冗""'"
clu!r Struktu問 I/.'andeldes Handwerks in der 'Z7.veit叫 Ph.osen d叶 111f.あMγinli室町四ng，. . . 
Gottingen 1975， S: 13旺，八林秀 ，前掲論文， 88ベ一三人しかし， ζれらの研究では手工業経
・ ・・・・.. 
済と手工業者運動とD関連についてなお論点を残している。歴史的問題が，ほかならぬw世赤ひヌ
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によってしるきれ，強制イヌ Y クを要求するこの運動は「オスナプリュック規

約」とし寸法制上の成果をかちとる ζ とができた。これは， 1878年当時オスナ

ブリュック市長であったミケノレ Johannes von Miquelが製靴業イヌンクのた

めに起草Lたものである。この規約では，イヌ Yク活動の目的と果すべき任務

が詳細に規定されただけでなく，組織形態として全員加入の義務的強制イヌン

クが導入された'"。これがプロイセ Y商工省の認可をえたことから，これを契

機として強制イヌ γ クの再導入を要求する運動がいっそう強まり，この地方都

市の成果を帝国営業条例Iのレベルで実現することが運動目標とされたのであっ

た。のちにみる1881年の嘗菜条例の修正はこうした「イヌ yク運動」の展開を

背景として実現したのである。

1880年代に入って手工業者運動は本格的に展開された。 1881年の営業条例修

正令によってイヌ Y クの公法化と特権化が実現したが，手工業者層はこれを不

十分なものとして，より包括的な強制原理による組織化をめざして運動を急進

化させていった。その意味で， 1881年にマグデフ勺レグで開催された手工業者集

会は急進的な「ツンフト的運動の起点」叩として決定的な意義やもつものであ

った冊。この集会において手工業者層の要求は，①義務的強制イヌ γクの設置

②大資格証明制の導入，③手工業会議所の創設，④すべての職人に対する労働

手帳携帯の義務化，の4点に集約され54〉，ここに1897年法の制定に至るまでの

ツンフト的運動の基本路線が確定されたのである。マクデフツレグ集会の意義は

¥、末or大不況」期になぜ手工業運動が高場L手工実時護政策が打ち出されたのか， という点に
あるとすれば， アンゲルーフオノレコア SchularnitAngel、1olkovがフィッツャ-Wolfram 

Fischerに対して，経曹的要因をもっぱら強調し，他の全て由歴史的要因を排除しているため，
こうした歴史的問題に撞遅することがほとんど不可能である，と単純な経済主義的なアプロ チ

を批判しているのはまさしく正鵠を射ている o Vgl. S. Angel-Volkov， op. cit.， S. 168 

51) T. Hampke. o.ρ口it.，S. 38f.; H. Bdttger， 0_ρ 口't.，S. 133旺

fi2) H. Rottger， Geschichte包ndKritik des neuen Handr出 γkergesetzes vm匁 26..Juli 

1897， Floren:z u. Leipzig， S. 46. 
53) 集会の趣意書には「手工業者の分散化と党派性を除去し，新しい時代を迎えた手工業者諸団体

を営業政策の分野における共通り統一的な同盟活動に結集すること」が集会の目的とされ，この
趣冒に基づい ζ全国四8イヌンク.10万人を代表する代議員が出庸した。 Vgl.T. Ha叩.pke，op 
α九 S.50!.

54) L. Muffelmann， ot. cit.. S. 19 
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それにとどまらなかった。 さらに， この集会を契機として新しい路線を担う

べき運動主体として翌1882年に「全ドイツ手工業者同盟JAl1gerneiner Deut司

scher Handwerkerbund (ADHB)が結成された。 ADHB には， VHGm. 西

部ドイツ自営手工業者同盟 WestdeutscherBund selbstandiger Handwerker 

東部ドイツ手工業者同盟 OstdeutscherHandwerkerbund，バイエノレン手工業

者同盟 BayerischerHandwerkerbundなどが参加し， 1884年には約 4万人の

メムパーを数えた昔前。 ADHBはマクデブノレク集会の路線に立って手工業者運

動の戦線の統ーを試み， VHGの活動が衰退しつつあったなかで1880年代以降

ツンゾト的諸要求を組織的に吸収する巨大の手工業者団体となった。その活動

は主として手工業利害の代弁者を議会1=送り込むことを中心に展開され，その

ため地方支部は選挙区に合わせて形成された問。綱領では「あらゆる政治的・

宗教的党派性を排斥すること」がうたわれたが，実際には中央党および保守党

F符接な関係を結んだ叩n その要求の中心は，マクデフツレク決議に示されたよ

うに，強制原理に基づいて手工業組織を再編すること， とりわけ強制イヌ γ ク

と大資格証明制の導入にあった。

1884年には ADHBとならぶ帝制期のもうひとつの有力な手工業者団体であ

る「ドイツ合同イヌ Yグ連盟中央委員会JZentralausschus vereinigter Inn-

ungsverbande Deutschlands (ZAIDうが結成された。これは1881年修正令に

よって法的基盤を与えられたイヌンク連盟の中央機関である日'0 Iベルリ Y綱

55) VHFは1879年に Vereinselbs凶肌ligerHandwerker und Gewerbetreib白 lclerCVHG)と

改称された。 (H.A. Winlder， Mittelstand， S. 213， Anm. 37.) 
56) B. Eschrich， Allgemeiner Deutscher HandwerkerblUld， in: Die burgerliehen Parteien 

叫 Deutschland.Handbuch der Geschichte d.町 burgerlichenPurtei印刷d urul.町"'
burgerlicher Intt何回norganisationenvom Vormarzあiszum 1945， Bd. 1， Eerlin 
1968. S. 27 

57) Ibid.， S. 28 
58) 中央党と保守党が ADHBと協調関係に入ったのは， 一方で手工業者層に大衆基盤を確保す

るためであったが他方で手工業者層が組向の中間層政党あるいは手工業者政党を形成すること
を牽制するためであった。 帝国議会選挙に ADHBが独自白候補者を立てようとすると，両党
がそれを妨害したという o (B. Eschrich， 0.ρ cit.， S. 28.) 

59) ZAIDはペノレリ γに本部をおく回目イヌング連盟から構成され， 1890:年には 2，758のイヌン
ク〈総数回28.1首)，93，708名〈総数の29.8%)を組織した。 Vgl.T.Ha工llpke，Die 由 ul>品目v'
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領J (1885年〕では次の 3点が運動目標と定められた帥〉。①大資格証明を必要

とする業種を個別的に法律で定めること，②手工業の最上級所轄官庁として，

「帝国イヌ γグ庁」を設置し，その下にイヌンク・会議所・イヌング連盟から

構成される一元的な自治組織を構築すること，③イヌンクの諸施設の費用負担

をイヌ Yク非加入の手工業者に対しても法的義務とすること。こうした ZAID

の綱領を ADHBのそれと比較すると， ZAIDは1881年修主令でえた既得権を

基盤にしてそれを拡大していくことによってイヌ γ ク組織を強化してしぺ路線

に立ったため，義務的強制イヌ Y グの導入を綱領に掲げなかった。しかし，綱

領に掲げられなかったとしても， ZAIDにおし、ても強制イヌ γ クの導入につい

て公然と語られたといわれ60 また大資格証明告は AUHB と同じ立場から要

求した。したがって， ADHBと ZAIDは，要求の力点の置き方に差異があっ

たとし1も，路線上り対抗とみなすことはできなし、。事実， 1886年の第2回イ

コえンク会議において同者の協力関係が確認、きれ，それ以後1897年法の成立まで

ADHBと共同でツンフ「的手工業者運動を指導したのであコた。

以上みたように， i大不況」期にはツンフト的手工業者運動の波が高まり，

1870年代末の「イヌソグ運動J， マクデフ勺レグ集会， そして ADHB と ZAID

の結成へと展開した。そこでは手工業者層の窮迫烹識を背景として国家による

手工業保護が要求されたが，その保護要求の中心ほ強制原理に基づく手工業組

織の再編成，具体的には，イヌンクの復活による公法組織の構築，にあった。

n 1880年代のイヌンク立法

手工業組織の再編成を要求するツ γフト的手工業者運動に対して，政府はい

かなる保護政策をもって対応したのであろうか。これを1881年の営業条例修正

¥、Handwerkerorganisationen，in : Jahrbucher fur Nationalakonom.ie und Sfatistik (=.[fNS)， 

III. F.. Bd. 25. 1913， S. 624 
60) H. Bottger， Das p，河'gra出 .mder Handz.ιげ hηS.141-142. 
61) W. Stieda， Handwerk， in: Handwor宮町加ehder Staatrrvissenschaften， 2. Aufl.， Jena 

1900， S. 1107 
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を起点とする1880年代のイヌンク立法にみてみたい。

1.イヌンクの公法化と特権化

まず， 1881年の営業条例修正令によって，イヌングは再び「公法組織」の性

格を賦与された。すでに1869年条例によってイヌンクは私的営業組織とされ，

営業活動は自治体当局の直接の監督のもとにおかれていた。しかし，1870年代

末の「イヌ Y ク運動」の高まりを前にして，いまや「切望されている小営業の

高揚にとってイヌンクは意義あるものであり，それゆえにその復活は公的利益

の要求するところのものとなり， したがってまた，国家の積極的な助成活動の

任務となった」耐として， 政府はイメ Y クに蛍業政策の公的任務を大幅に委任

したのである。 1881年修正令におし 1てイヌンクの公的任務と規定された主なも

のは，①イヌジグ成員の共同精神の溜養と身分栄誉の維持・強化，②親方・職

人聞の良好な関係、の促進および職人のための施設と職業紹介の配慮，①徒弟制

度の規制および徒弟の技術的・営業的・道徳的養成の配慮，④営業上の係争問

題の決着，である n このほかに，専門学校・共同金庫・仲裁裁判所の設置と運

営が公的任務と定められた刷。

さらに，イヌンクがこうした公的任務を円滑かっ効果的に遂行して成果を挙

げることを可能にするため，公権的権限の一部がイヌンクに委譲された。すな

わち，①修正令で定められた任務を遂行するためにイヌ Y グが決めた規則・決

議は公的規制力をもつものとされ，警察当局の強制的執行も可能とされた。②

規約に規定された分担金および罰金を強制的に徴収する権限が再ひイヌンクに

賦与された。①イヌング仲裁裁判所が設置されて親方・職人聞の係争問題に対

する裁判権が与えられ，その裁決は公的拘束力をもつものとされた印。こうし

たイヌンクの公法化は，公的権限の一部をイヌングに委譲することによって，

イヌンクが公権的に裏打ちされた規制力をもって活動することをロJ能にするも

62) E叫 Z山 だfeines G四 etzesbetreffend Abanderung der G町出品eordnungnebst Beg-

吋 i.ndung，Berlin 1881， S. 13 
63) 以上は信正令97条および97条a0 (H. Bottger， o.ム αt.，S. 188-189.) 

64) 以上は修正令100粂 bおよび do (H. Bottger， op. cit.， S. 189.) 
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のであった出〉。

しかし， 1881年修正令ではイヌンクの強制組織化は基本的に排除された。と

いうのは， I(その導入は〕現行の営業法の基礎と経済の全体利益に抵触する

から」であり，むしろ問題は「現行法の基礎から原則的に離反しないで，手工

業の発展にとって有益なイヌンクの復活という目的が営業条例の改正によって

どの程度達成されうるか」にあるとして附， I営業の自由」の原則は堅持され

主こ。

しかしそれにもかかわらず，イヌンクの強制組織化への重要な一歩が1881年

修正令によって踏み出されたことは注目に値する。すなわち，修正令 100条e

において，一定の条件のもとでイヌンク非加入の手工業者をイヌング規制に服

きせる権利がイヌンクに与えられたのである。 100条 Gをみるならば67)，CDそ

り手工業者がイスンクに代表される業種に従事し，イヌ γ クに加入する能力が

あるにもかかわらず加入していない場合でも，徒弟関係に関する係争問題は一

方の当事者を召喚してイヌンク当局によって裁決が下される。②イヌ γ クが徒

弟関係，徒弟の養成および試験に関して発布した規則・命令は上述の手一仁業者

に対しても拘束力をもっ。とのように，徒弟制度の領域におけるイヌンク活動

に強制原理が導入され，イヌンクの外部に立つ手工業者もすべてその規制に従

うことが義務づけられたのである。

ところで，当初政府草案の 100条 eには「イヌンクに加入しない手工業者に

は一定期間ののち徒弟の保持を禁止する」という第 3項が盛られていたが，議

会の審議においてこれに「営業の自由」の重大な侵犯をみた反対派によって削

除されてしまった脚。これに対、して手工業者層は第 3項の実現を要求する運動

を展開し， 1884年，かれらの膨大な請願を背景とした保守党のアッケノレマ Y

65) W. Klausa， o.少.c-it.， S. 10 
66) Entτ叫叱feines Gesttzes， S. 15 
67) H. Bo杭ger，op. cit.， S. 190 

68) L. Beringer， Die Gesetzgebung der Innungen in Deutsch1and und der g，町:verblichen

Genossenschaften inο'ste:門官'ch'Lι'ah問 ndder letzten hundert Jah問， Mainz 1906， S. 33 
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Ackermannの第 3項の追加を求める提案が可決された叩。こうして，イヌ γ

グ非加入の手工業者に徒弟の雇入れを禁じた1881年修正令が成立した。

さらに， 1887年にはイヌンクの諸施設の費用負担を非加入の手工業者にも義

務づけることが法定された。イヌンクに加入しない手工業者もイヌンクによっ

て設立・運営される諸施設(宿泊所・職業紹介所・専門学校・仲裁裁判所な

ど〕から直接あるいは間接に利益を享受することができたため，イヌンクの手

工業者らは，イヌ γ クの成員のみがその費用を負担しその外部に立つ者がそれ

から免れるのは不当である， と主張した'"。これを受けて，イヌンク非加入の

手工業者にもイヌンク施設の費用負担を義務つける修正令(100条f)が公布

されたのである。

以上， 1881年修正令の 100条 e，および1884年， 1887年り追加条項は，イヌ

ンクに属きない手工業者をイヌンク規制に強制的に服させる権利をイヌンクに

'Jえるものであコた。イヌンクの特権化と規定でき石こうした立法は，手工業

者運動の要求する義務的強制イヌ γ グの限定的な承認を意味L.その限りで手

工業者層のツンフト的潮流に対する政策との対応であったといえよう。しかし

それが無条件な強制イヌ γ クではなかったことに注意する必要がある。確かに，

イヌンク強制が法的に承認されたが，その施行には一定の留保条件が付された

のである。第一に，イヌング特権は地方の行政官庁の承認を必要とした。つま

り，行政官庁はそれぞれの地方の実情を考慮しつつ特権賦与の可否を決定する

裁量を与えられた'"。こうした条件は，たとえばイヌンクの伝統の弱し、地方に

おいて特権イヌンクの発展を阻害する役割を果した問。第二に， 100条 eに関

しては，この条項に基づいて特権を獲得できるのは， r徒弟制度の領域におい

69) I&id.， S. 40 

70) lbid.， S. 50 
71) との施行細則について詳し〈ぽ， T _ Hampke， Die lnnungsentwicklung in PreuB叩，S.213f

を参照せよa

72) たとえば.1893年にイヌンク組融事が6.1%のJ イエルシでは特権イヌンタはわずかに6(総

数の2.9%)，組織率1.7%白ヴュルテムベノレクおよび2.1%のパーデγではゼロであった。 Vgl.

P. VOigt. ，Die deutsche Innungen， in :Schmolleγ"S Jah油収ch，N. F.， ZZ. Jg.. 1898， S. 708 
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て看るべき成果をあげている実績あるイヌ Yグ区域Jのみであると限定された。

そのため，ある手工業イデオローグがし、みじくも i[現状では〕むしろ看るべ

き成果をあげるためにこそ特権あるいは義務に応じた強制権が必要である」聞

と指摘したように，こうした条件を満たして特権化されうるイヌングは多〈な

<，この条件が制約となって強制イヌンクの発展は一定の枠内に押しとどめら

れた。

以上みたように， 1880年代のイヌ γク立法は，手工業者層の要求する強制原

理の無条件な導入をなお拒絶しながら，他方でイヌ y クの公法侶と特権化を通

してイヌ γ グを新たな形態のもとで手工業組織の基体として復権させた。まき

しくそれは1869年条例の修正を重ねるととによって「営業の自由Jの原則を漸

進的に掘り崩すものであった。その意味で，それは1897年の手工業者法に集成

される公法組織の構築士基軸とする帝制期の手工業保護政策を方向づけるもの

であヮた。

2 イヌ γ グの発展一統計的検証

最後に， 1880年代の立法がイヌンクの発展にどの土うなイムパクトを与えた

かを，統計によって簡単に検証してみたい。

18日1年以降のイヌンクの発展をドイツ全国について見るための資料は必Fし

も十分でないが，そのなかでフォイグト PaulVoigtの検証によれば， 1890年

代中葉にイヌングは10，881， その成員は約33万名であったという。したがって，

手工業者の約25%がノヌングに組織されており，かなり高い組織率を示してい

た ζ とが注目される7ヘこの点をプロイセ γについてもう少し詳しくみてみよ

つo

第 l表から明らかなように， 1882年から1892年までに新設されたイヌンクは

73) F. Hit:ze， Die Handwerkerhage， in' Sd~ゲ白5， Bd. 76. 1898， S. 48 
74) P. Voigt， op. cit.， S. 713 ところで，組織率を10拍とみるペットメf- Hugo Bottgerには手

工業者の捉ぇ方に基本的な誤まりがあるため. 1O'}f説は根拠に乏しい。 Vgl.H. Bottger， Das 
Pruw出 >nm 申 rHandwerke-r， S. 14， 192; P. Voigt， Die neue deutsche H四 dwerker

Gesetzgebung，皿 A町 hiψfursoziale G目 'etzgebungund S同 tistik，Bd. 11. 1897， S. 45. 
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〔第 l表〕 プロイセンにおけるイヌ γクの発展(1878-96年〕

I ~ ""事|ヂヌ万|小
1イヌンク 1イヌンク
成 員規の平模均

O. ， 
1878 6，0l~ 150，000人 24.9人

1882 56 30 86 86 

1883 195 286 481 567 

1884 171 551 n~ 1，289 

1885 391 1.506 1.897 3.186 

1886 492 1.898 2.390 5，576 

1~87 ~50 873 1，123 6，699 203，398 30.3 

1888 202 523 725 7.424 219.758 29.6 

1890 141 258 399 7，823 226.049 28.8 

1.:s92 30 72 102 7，925 221，337 27.9 

1894 。 o 。 7.925 219.175 27.7 

1896 15 7.940 224.956 28.3 

〔出典JT. Hampke， Die Innungsentwicklung in Preusen， S. 206; P. Voigt， Die 

deut.'lche Innungen， S. 697--698より作成.

1，928，また修正令に基づいて改組されたイヌ y グは5.997に達L-.合計7.925が

新しい形態のもとに再編成された。なかでも 1885-87年にイヌ γグの再編成ば

著しく進展したの 1892年までの新設イヌンクの58.8%がこの 3年間に集中 Lて

形成され，またこの期間に改組されたイヌ Y クは4.277を数え1892年までのそ

れの71.3%を占めている C まさしく 1880年代中葉にイヌングの再編成はその頂

点主迎えたのであった問。イヌンク成員に関しても， 1887年までに約5万人の

増加をみたのち1896年まで多少の増減を伴いつつも約22万人の水準を維持して

いることが，それを裏付けている。 1896年の時点でイヌ yクの組織率は 30目7%

と推定でき78〕，プロイセンの手工業者の 3分の 1弱がすでにイヌンクに包摂さ

れていた。その限りで，プロイセンでは1881年修正令の成立ののちイヌンクに

よる手工業者の組織化はかなり進展したと言えよう。

ところで，プロイセンにおいて東部，西部，北・中部ではそれぞれイヌンク

75) こ品くことはザクセγでも確認できる。 Vgl.B. Penndorf， L治 Innungswescninl. IG伽 暗 闇ch

Sachsen seit E仇!uhrungder G町出roef河 iheit，Leipzig 1907~ S. 60， 74，百
品) P. Voigt， Die deutsche Innungen， S. '112 
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発展の様相を異にしている

ため，以下で地域別に比較

してみたし川〉。第2表によ

れば， 1896年に東部がイヌ

ンク総数の 70.9%，成員総

数の 67.6%を占めたのに対

L 北・中部はそれぞ れ

22.2%， 21.3%，西部は 6.9

%， 11.1 %を占めるにすぎ

なかった。 したがって，手

工業者数がほぼ同数である

〔第 2表〕 イ女、ノグ発展白地域別比較

百 一西部

(%)〔22752〕 (69〕

イヌング成員 ||13(6971614〕 1! 43918 22965 
(%) I (67，6) I (21.3) I (11.1) 

品丑 織 率| 9.2 

イヌン 牢
26.1 

イヌンク規模| 42.3 

〈注〉 傘 =1892年。他の欄は189E年。
[出典JT. Hampke，噌叫， S. 208; P. Voigt， op. cit.， 

S. 701， 712-713より作成。

ことを考慮すれば河"プロイセ γ東部がイヌンク発展の基盤を形成したと言え

るだろう?の。 ιのよとはイヌンク組織率をみればいっそう明らかとなる。すな

わち， 東部の組織率は50%を越え西部の 5倍以上である。東部のうちでもと

くに組織率の高い県は， ポーゼ γ(61.0%)，オッベルン (57.8Jb)，ケ ス リ γ

(57.4%)などである。また住民 1万人当りのイヌ γ ク親方の比率からも東部の

優勢は傍証されよう。これに対して，西部の特徴は，イヌソク数が少な〈組織

率も低くイヌング発展は微弱であったが，他面で平均規模が相対的に大きく都

市にイヌ y クが集中していることである。県と市におけるイヌンク組織率の比

較を示す第3表によれば，東部では都市部だけでなく県の全域にわたってほぼ

均等にイヌンクが形成されているのに対して，西部では県と市の組織率の較差

が著しく大きしこのことは都市部にイヌ yグが集中して形成されたことを物

語っている。

77) ここで東部とは Ostpreusen，Westpreusen， Brandenburg， Pommern， Posen， Schlesien， 
北中部とは Sachsen，Schleswig-Holstein， Hannover，西部とは Westfa!en.Hessen-Nassau， 
Rh目 nprOVlllZを指す。

78) 1894年の手工業者数は，東部 277，044，北中部 202，957，西部 248，425であった. (P 
Voigt， op. cit.， ~. 712.) 

79) プロイセン以外でイヌ γ ク発展が著しかった地域は，ザクセソ，メク V ンプルクおよびハンザ
諸都市であったロ (P.Voigt， op. cit.， S. 713.) 
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〔第 3表)県と市におけるイヌソク組織率 (1896年〕

県 |組僻| 市 |組織率

Konigsberg 51.6 Konigsberg 48.1 

東
Danzig 41.3 Danzig 45.3 

Stettin 49.0 Stettin 53.4 
i!Il 

Breslau 50.3 Breslau 42.6 

Arnsberg 16.9 Dortrnund 32.9 

西 Dussseldorf 15.9 

Dusseldorf 7.7 Elberfeld 17.0 

Krefeld 16.7 

部 Koln 10.9 Koln ~U.8 

Aachen 4.6 Aachen 16.3 

〔出典JP. Voigt， o.ρμ't.， S. 718より作成，

次に， ドイツ南部のイヌン

クの発展をみてみよう。第4

表に示された通り，南部のイ

ヌγ グ組織率はわずかに 4.3

%であり，プロイセン西部よ

りさらにイヌ Y クの発展が弱

い。ここで注目すべきことは，

南部ではイヌンクに代わって

営業協会 Gewerbevereinが

手工業者を組織じていたこと

である。第4表によれば，

南部 4邦で 43，293名が営業協

会に組織され3 その組織率は

14目196であコた。イヌングと営業協会の組織率をプロイセンの他の地域と比較

するならば，イヌ γ グの発展が微弱であった西部でさえイヌ Y クの組織率が営

業協会のそわを上回ったのに対して，南部では常業協会が圧倒的に優勢であっ

た。営業協会は，元来「営業の自由」を基礎として形成され，その成員は子工

業者のみでなく，実業学校教員，技術者，工場経営者らから構成された80)。そ

〔第4表コ イヌンクと営業協会。地域別比較

イ ヌ 営業協会3)

団 員l組織率

南 胡s1) 299 13，267 4.3 958 43，293 14.1 

東 部 5，579 139，714 50.4 203<) 8，250 2.7 

北・中部 1，750 43，918 21.6 100 10.514 6.3 

百 部 543 22，965 9.2 408 14，010 5.8 

〈註 1) Bayern， Wurtembeピ'g，Bade泊.Hessenを指れ 2) 南部=189::年，そ白他 1892年。

3) 南部=1892年，その他~1898年。 4) 3県不明
[出典 T.Hampke， Die deutschen Handwerkerorganisationen， S. 632-{)34より作成入
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の活動の中心は，実業教育制度の充実(専門学校の設立・図書館の設置・マイ

スター教程の奨励など〉に置かれた'"。そして，営業協会は iW営業~ Gewerbe 

という上位概念に『工場』と「手工業』を結ひ、つけ，両者の対立を架橋するこ

とJB2)に努力した。その意味で，イヌンクと対抗的な関係に立つ組織といえる

だろう'"'。したがって，営業協会の活動の中心地であったドイツ南部ではイヌ

γグの形成が著しく遅れたのであった。

さて，以上の地域別の比較からイヌンクの発展におけるプロイセン東部の優

位を確認したうえで，その組織化の実態をもう少し詳しくみるなかでイヌ y ク

の再編成過程で残された問題。J一端を明らかにしてみたい。

第 5表は， プロイセ Y のイヌンク親方の下で就業している徒弟数を示してし司

る。 1896年に約13万の徒弟がイヌ Yクに包鋲され， その規制の対象となった。

これはプロイセン徒弟総数の約10%にあたる""。 したがって，なお60%の徒弟

はイヌ y ク規制の外にあり，とのことはイヌングの主要な任務である徒弟制度

規制がなお十分にその役割青果していないことを意味する。きらに，イヌ Yク

〔第5表〉 イヌングに組織された親方と徒弟

a 親方 Ib 徒弟| b/a 
11 

a 親方 Ib 徒弟| b/a 

東 部 137，036 82，451 60，2 139，714 83，571 59.8 

北・巾部 43，976 30，784 70.0 43，918 33，413 76.1 

商 高l 21，568 12，363 57.3 22，965 12，180 53.0 

計 |四Z，580 I山 98 I 62.0 l却 6問|山64 I 62.5 

〔出典) P. Voigt. 0.ρー α't.，S. 701; T. Hampke. Die Innun用 entwicklungin Preusen， 
S. 20Sより作成。

80) Berghausen， Gewerbeverein， in: Handworterbuch der Staatsωissenschaften， 2. Aufl.， 
Jena 1900， S. 558 

81) E. Lederer， Mittelstandsbewegung， in: Archiv fur Sozialwissensch{{β und品'Dzial-

tolνik， Rd. .'¥5. 1912， S. 914-915 

82) Ibiι， S. 915 
83) したがって，イヌソクが形成されると既有の営業協会が解散を余儀なくされることが少な〈な

かった。 (B.P白 md町 f，op、口't.， S. 111-112.) 

84) P. Vu唱し op. cit.， S. 703 
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親方と徒弟の比率に注目すれば1896年には62.5%であった。 したがって 2人

以上の徒弟を保持する経営を考慮すれば，少なくとも約40%のイヌンク親方は

徒弟を保持しない経営かあるいは一人経営であったといえる。このことから，

イヌンクに加入した手工業者のうち徒弟制度の規制に置接の利害関心をもたな

ν手工業者の割合が相対的に大きかったといわなければならない町〉。この点は，

イヌ Y グの強制組織化のさいに生ずるイヌ Y グの任務とメムパーの構成との聞

の矛盾として，その後1897年法の立法過程において大きな問題となった'"。

おわりに

1880年代の諸立法によるイヌンクの再編成過程を，社会保護主義的政策の一

環として捉える視角から，小括してみたい。

1880年代のイヌンク立法は手工業者運動の側圧のもとに実現した。工業化と

不況の重畳と丸、う状況に規定された手工業者層の窮迫意識は，イヌ y グ組織の

再建正し、う要求へ向かったが，政府は，イヌンクに公法的性格と一定の特権を

賦与して，この要求に応えた。イヌンクの復権は，イヌンクに公権的権限の一

部を委譲して公権力の代位執行を可能にしたという意味で87).手工業者層の特

権化を意味した。こうした特権化は，諸階層の中間に身をおいて常にその社会

的地位が動揺と侵食の危険にさらされていた手工業中間層に「秩序要因」回〕と

しての自己評価を植えつけるものであった。換言すれば，それは，手工業中間

層の窮迫意識に発する抗議運動を，特権化という国家の保護の賦与を媒介にし

て，公権的国家の護持の方向へ吸収する機能をもつものであった。その意味で，

1880年代のイヌ Yクの再編成は帝制期の社会保護主義の試みのひとつであった

85) Ibid.， S. 703-704 
86) この点については， T. Hampke， Die neue Organisation des Handwerks und die Regelung 

des Lehr1ings"W"esens， in: JfNS， III. F.， Bd. 14. 1.897， S. 497， 505; H. Bottger， Geschichte 
蹴 dK，叫ん.S. 301を参照せよー

87) 1:止法組棋による社会集団。利益代表」という構造とその意義につレては，II.A.W阻 kler，
Pluralismus qder Protekt的 nlsn叫 s?Wiesbaden 1972， S. 5 ffを参照せよ a

88) H. A. Winkl，町~ Mittelstand， S. 58 
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といえよう O

もとより本稿は1880年代のイヌンクの再編成に限定された準備作業であり，

なお検証されるべき問題は少なくない。そのうち，さしあたり次の 2点を指摘

しておきたい。①1880年代の立法に基づくイヌ Y クによる手工業者層の組織化

はなお十分な成果を挙げることができなかったため， 1897年法の「選択的強制

イヌングJfakultative Zwangsinnungの導入によって再度イヌンクの再編成

が試みられた。帝制期の手工業保護政策の評価は，この1897年法まで射程に入

れたものでなければならなし、。同時にまた，イヌンクの再編成のみでなく，大

資格証明制，子二L業会議所をめぐる保護要求との関連で位置つけ bれるべきで

ある。②手工業保護政策を社会保護主義と捉える場合に，手工業保護の正当化

と根拠と中間層統合の論理との関係を，とくに運動論の次元でさらに立ち入っ

て検討しなければならない。

(1978. 7. 24 稿〉


